


総務部契約事務担当課 予算執行課 

部 長   課 長 係 長 係 課 長 係 長 係 

       

 
 
 

業 者 特 定 理 由 書 
 

 下記の理由により業者を特定する。 
 
 

記 
 
 

１ 件     名 ： 料金システム切替に伴う帳票フォームファイル等作成業務 
 

 
２ 特 定 業 者 ： BIPROGY 株式会社 北海道支店  

 
 

３ 特 定 理 由 ： 本業務は、上記事業者を受託者とする「上下水道料金システム等

の再構築に係る設計・開発業務」（以下、「再構築業務」という。）に

おいて作成中の帳票について、印刷に必要なフォームファイルの作

成を追加業務として実施するものである。 

フォームファイルは、別途業務委託している印刷業者に提供され 

る。印刷業者は、フォームファイルとデータを組み合わせて帳票を

印刷し水道利用者へ郵送するため、フォームファイルの誤りは許さ

れない。 

フォームファイルは帳票設計書を基に作成されるが、上記事業者 

は、再構築業務において帳票設計書を作成した者であり、システム 

から出力されるデータ構造を熟知し、正しいフォームファイルを作 

成するために必要な検証を実施できる。また、上記事業者は再構築 

業務での緊急的な設計・データ属性の変更が発生した場合に対応で 

きる。 

 したがって、上記事業者が本業務を行う場合、前提となる帳票設 

計書等の確認の労力、時間を大幅に短縮できるため、経費削減及び 

履行期間の短縮が図られるほか、履行品質の確保が期待できる。 

よって、競争入札に付することが不利と認められるため、再構築 

業務の受託者である上記事業者に本業務を委託する。 

 

４ 根 拠 規 定 ：地方自治法施行令第 167 条の２第１項第６号 

 





総務部契約事務担当課 予算執行課 

部 長   課 長 係 長 係 課 長 係 長 係 

       

 
 
 

業 者 特 定 理 由 書 
 

 下記の理由により業者を特定する。 
 
 

記 
 
 

１ 件     名 ： 料金システム切替に伴う印刷加工通信試験及び環境構築業務 
 

 
２ 特 定 業 者 ： 株式会社 HBA 

 
 

３ 特 定 理 由 ： 本市では、令和６年 10 月の稼働に向けて上下水道料金システム(以
下、「料金システム」という。) の構築中であり、令和６年２月から

帳票印刷・口座伝送試験を行う予定である。 
本業務は、料金システムから連携するデータに基づく帳票印刷・

口座伝送試験及び必要な環境構築を実施するものである。 
次期料金システムでの帳票印刷が正常に実施されることを担保

するためには、システム稼働時に「上下水道料金の電算処理に伴う

印刷加工通信等業務」を受託している上記事業者による試験、環境

構築が必須である。 

 よって、上記事業者は本業務を履行できる唯一の業者である。 

 

４ 根 拠 規 定 ：地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 


